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外

二�
令

和

七

年

十

月

一

日

目

次

公

示

○
岐
阜
県
防
災
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
衛
星
系
設
備
更
新
工
事
に
関
す
る

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
公
告

(

危
機
管
理
政
策
課)

一
ペ
ー
ジ

公

示

○
岐
阜
県
防
災
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
衛
星
系
設
備
更
新
工
事
に
関
す
る
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

公
告

岐
阜
県
防
災
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
衛
星
系
設
備
更
新
工
事
に
つ
い
て
、
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
を

行
う
の
で
、
岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜

県
規
則
第
百
二
十
号)

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

�
仕
様
書
番
号
及
び
工
事
名
７
危
工
第
１
号
岐
阜
県
防
災
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
衛
星
系
設
備

更
新
工
事

(岐
阜
県
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
／
Ｅ
Ｃ
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
対
象
案
件
)

�
工
事
場
所
岐
阜
市
薮
田
南
地
内
外
78箇
所

�
工
事
概
要
岐
阜
県
防
災
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
の
衛
星
系
設
備
更
新
一
式

・
地
球
局

１
箇
所
(県
庁
)

・
統
制
局

１
箇
所
(防
災
交
流
セ
ン
タ
ー
)

・
VSAT局

77箇
所
(総
合
庁
舎
､
市
町
村
､
消
防
本
部
等
)

�
工

期
契
約
日
か
ら
令
和
10年
３
月
10日
ま
で

(約
25か
月
間
)

�
予
定
価
格
3,321,677,700円

(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
10％
を
含
む
｡)

�
低
入
札
価
格
調
査
制
度
有
(失
格
判
断
基
準
無
)
(特
別
重
点
調
査
対
象
価
格
有
)

�
最
低
制
限
価
格
無

( ) 令和７年10月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
月
一
日



�
業
種
区
分
電
気
通
信
工
事
業

�
本
工
事
は
､
資
料
提
出
及
び
入
札
を
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
で
行
う
工
事
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
電

子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
難
い
も
の
は
､
発
注
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
書
面
で
の
資
料
提

出
及
び
入
札
を
行
う
こ
と
(以
下
｢紙
入
札
方
式
｣
と
い
う
｡)
が
で
き
る
｡

�
本
工
事
は
､
技
術
資
料
を
受
け
付
け
､
価
格
以
外
の
要
素
と
価
格
を
総
合
的
に
評
価
し
て
落
札

者
を
決
定
す
る
総
合
評
価
落
札
方
式
(簡
易
型
②
)
の
工
事
で
あ
る
｡

�
本
工
事
は
､
契
約
締
結
後
に
施
工
方
法
等
の
提
案
を
受
け
付
け
る
契
約
後
Ｖ
Ｅ
方
式
の
試
行
工

事
で
あ
る
｡

�
本
工
事
は
､
施
工
箇
所
が
点
在
す
る
工
事
で
あ
り
､
共
通
仮
設
費
及
び
現
場
管
理
費
に
つ
い
て

標
準
積
算
と
施
工
実
態
に
か
い
離
が
考
え
ら
れ
る
た
め
､
施
工
箇
所
ご
と
に
共
通
仮
設
費
及
び
現

場
管
理
費
を
算
出
す
る
施
工
箇
所
が
点
在
す
る
工
事
の
積
算
方
法
の
工
事
で
あ
る
｡

２
入
札
参
加
資
格

本
工
事
は
､
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
(以
下
｢共
同
企
業
体
｣
と
い
う
｡)
に
よ
る
入
札
で

あ
り
､
共
同
企
業
体
の
構
成
員
(以
下
｢構
成
員
｣
と
い
う
｡)
は
､
３
者
又
は
４
者
で
､
自
主
結

成
と
す
る
｡
ま
た
､
構
成
員
の
各
々
の
出
資
比
率
は
､
構
成
員
が
３
者
の
場
合
は
30％
以
上
､
４
者

の
場
合
は
20％
以
上
と
す
る
｡

本
工
事
の
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
条
件
は
､
次
の�
か
ら�
ま
で
の
と
お
り
と
す
る
｡

な
お
､
特
に
断
り
の
な
い
限
り
､
入
札
参
加
資
格
は
､
本
工
事
に
お
け
る
入
札
参
加
申
請
書
の
提

出
期
限
日
(以
下
｢申
請
期
限
日
｣
と
い
う
｡)
時
点
と
す
る
｡

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年
政
令
第
16号
｡
以
下
｢施
行
令
｣
と
い
う
｡)
第
167条

の
４

の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
｡

�
岐
阜
県
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
｡

�
会
社
更
生
法
(平
成
14年

法
律
第
154号

)
第
17条

の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

を
し
た
者
に
あ
っ
て
は
､
同
法
第
199条

又
は
第
200条

の
規
定
に
よ
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
を

受
け
て
い
る
こ
と
｡

�
民
事
再
生
法
(平
成
11年

法
律
第
225号

)
第
21条

の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

を
し
た
者
に
あ
っ
て
は
､
同
法
第
174条

の
規
定
に
よ
る
再
生
計
画
認
可
の
決
定
を
受
け
て
い
る

こ
と
｡

�
岐
阜
県
か
ら
､
岐
阜
県
建
設
工
事
請
負
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
停
止
等
措
置
要
領
に
基
づ

く
入
札
参
加
資
格
停
止
措
置
(以
下
｢参
加
資
格
停
止
措
置
｣
と
い
う
｡)
を
､
申
請
期
限
日
か

ら
本
工
事
の
落
札
者
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
受
け
て
い
な
い
こ
と
｡ �

岐
阜
県
か
ら
､
岐
阜
県
が
行
う
契
約
か
ら
の
暴
力
団
排
除
に
関
す
る
措
置
要
綱
(以
下
｢暴
力

団
措
置
要
綱
｣
と
い
う
｡)
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
停
止
措
置
を
､
本
工
事
の
開
札
を
行
う
日

ま
で
に
受
け
て
い
な
い
こ
と
､
又
は
暴
力
団
措
置
要
綱
別
表
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
し
な
い

こ
と
｡

�
岐
阜
県
が
発
注
し
た
工
事
の
う
ち
､
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
31日
ま
で
に
完

成
し
､
及
び
引
き
渡
さ
れ
た
電
気
通
信
工
事
の
実
績
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
､
工
事
成
績
評
定
の

平
均
が
65点
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

�
本
工
事
に
係
る
設
計
業
務
等
の
受
託
者
で
あ
る
ビ
ー
ム
計
画
設
計
株
式
会
社
で
な
く
､
又
は
ビ
ー

ム
計
画
設
計
株
式
会
社
と
資
本
若
し
く
は
人
事
面
に
お
い
て
関
連
が
な
い
こ
と
｡

な
お
､
｢資
本
若
し
く
は
人
事
面
に
お
い
て
関
連
が
あ
る
｣
と
は
､
次
の
ア
又
は
イ
に
該
当
す

る
者
を
い
う
｡

ア
ビ
ー
ム
計
画
設
計
株
式
会
社
の
発
行
済
株
式
総
数
の
100分

の
50を

超
え
る
株
式
を
有
し
､

又
は
そ
の
出
資
の
総
額
の
100分

の
50を
超
え
る
出
資
を
し
て
い
る
者

イ
建
設
業
者
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
が
ビ
ー
ム
計
画
設
計
株
式
会
社
の
代
表
権
を
有
す
る
役

員
を
兼
ね
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
者

�
本
工
事
に
入
札
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
間
に
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
該
当
す
る
関
係
が
な
い

こ
と
(共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
､
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
該
当
す
る
者
の
全
て
が
共
同
企
業
体

の
代
表
者
以
外
の
構
成
員
で
あ
る
場
合
を
除
く
｡)｡
な
お
､
該
当
す
る
関
係
が
あ
る
場
合
に
､
辞

退
す
る
者
を
決
め
る
こ
と
を
目
的
に
当
事
者
間
で
連
絡
を
取
る
こ
と
は
､
談
合
等
不
正
な
行
為
と

は
解
さ
な
い
｡

ア
資
本
関
係

次
の
①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
｡
た
だ
し
､
子
会
社
(会
社
法
(平

成
17年

法
律
第
86号

)
第
２
条
第
３
号
の
子
会
社
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡)
又
は
子
会
社
の
一

方
が
民
事
再
生
法
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
決
定
や
会
社
更
生
法
の
規
定
に
よ
る
更
生

手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
で
あ
る
場
合
を
除
く
｡

①
親
会
社
(会
社
法
第
２
条
第
４
号
の
親
会
社
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡)
と
子
会
社
の
関
係

に
あ
る
場
合

②
親
会
社
を
同
じ
く
す
る
子
会
社
同
士
の
関
係
に
あ
る
場
合

イ
人
的
関
係

次
の
①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
｡
た
だ
し
､
①
に
つ
い
て
は
､
会
社

の
一
方
が
更
生
会
社
又
は
再
生
手
続
が
存
続
中
の
会
社
で
あ
る
場
合
を
除
く
｡
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①
一
方
の
会
社
の
役
員
が
､
他
方
の
会
社
の
役
員
を
現
に
兼
ね
て
い
る
場
合

②
一
方
の
会
社
の
役
員
が
､
他
方
の
会
社
の
管
財
人
(会
社
更
生
法
第
67条
の
管
財
人
及
び

民
事
再
生
法
第
64条
の
管
財
人
を
い
う
｡)
を
現
に
兼
ね
て
い
る
場
合

ウ
そ
の
他

上
記
ア
及
び
イ
と
同
視
し
得
る
資
本
関
係
又
は
人
的
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
､
入
札
の
適

正
さ
が
阻
害
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

�
本
工
事
に
お
い
て
示
す
建
設
業
法
(昭
和
24年

法
律
第
100号

)
第
15条

の
規
定
に
よ
る
電
気

通
信
工
事
業
の
特
定
建
設
業
許
可
を
受
け
て
お
り
､
か
つ
､
申
請
期
限
日
ま
で
に
５
年
以
上
の
営

業
又
は
同
等
の
実
績
が
あ
る
こ
と
｡

�
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
届
出
の
義
務
を
履
行
し
て
い
る
こ
と
｡
た
だ
し
､
当
該
届
出
の

義
務
が
な
い
者
を
除
く
｡

ア
健
康
保
険
法
(大
正
11年
法
律
第
70号
)
第
48条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
義
務

イ
厚
生
年
金
保
険
法
(昭
和
29年
法
律
第
115号

)
第
27条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
義
務

ウ
雇
用
保
険
法
(昭
和
49年
法
律
第
116号

)
第
７
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
義
務

�
平
成
22年
度
以
降
申
請
期
限
日
ま
で
に
､
元
請
け
と
し
て
､
以
下
に
示
す
工
事
を
施
工
し
た
実

績
を
有
す
る
こ
と
(共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
の
実
績
は
､
出
資
比
率
が
20％
以
上
の
も
の

に
限
る
｡)｡
た
だ
し
､
国
及
び
岐
阜
県
が
発
注
し
た
工
事
に
係
る
実
績
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､

工
事
成
績
評
定
点
が
65点
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
｡

ア
代
表
構
成
員
(共
同
企
業
体
に
お
け
る
出
資
比
率
が
構
成
員
の
う
ち
最
大
で
あ
る
も
の
を
い

う
｡
以
下
同
じ
｡)

完
成
引
渡
し
の
済
ん
で
い
る
衛
星
回
線
を
利
用
し
た
通
信
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
､
通
信
統
制

を
担
う
地
球
局
の
無
線
設
備
の
新
設
､
増
設
又
は
更
新
(修
繕
を
除
く
｡)
を
伴
う
工
事
で
､

VSAT局
が
39局
以
上
の
工
事

イ
代
表
構
成
員
以
外
の
構
成
員

な
し

�
本
工
事
に
従
事
す
る
監
理
技
術
者
又
は
主
任
技
術
者
は
､
代
表
構
成
員
に
あ
っ
て
は
ア
､
代
表

構
成
員
以
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
イ
の
条
件
を
そ
れ
ぞ
れ
満
た
し
､
か
つ
､
本
工
事
の
契
約
工

期
の
開
始
時
点
に
お
い
て
配
置
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
｡
た
だ
し
､
本
工
事
の
現
場
施
工
に
着
手

す
る
日
(令
和
９
年
２
月
１
日
)
に
は
専
任
で
配
置
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

ア
代
表
構
成
員

①
１
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士
､
技
術
士
(電
気
電
子
部
門
)
又
は
そ
れ
と
同
等
以

上
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

②
平
成
22年
度
以
降
申
請
期
限
日
ま
で
に
､
完
成
引
渡
し
の
済
ん
で
い
る
衛
星
回
線
を
利
用

し
た
通
信
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
､
通
信
統
制
を
担
う
地
球
局
の
無
線
設
備
の
新
設
､
増
設
又

は
更
新
(修
繕
を
除
く
｡)
を
伴
う
工
事
で
､
VSAT局

が
39局

以
上
の
工
事
に
お
い
て
､

元
請
人
と
し
て
､
主
任
技
術
者
､
監
理
技
術
者
､
監
理
技
術
者
補
佐
又
は
現
場
代
理
人
と
し

て
従
事
し
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
(主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
と
し
て
従
事

し
た
実
績
に
は
､
建
設
業
法
第
26条
第
３
項
た
だ
し
書
及
び
第
26条
の
５
の
適
用
を
受
け
た

主
任
技
術
者
及
び
監
理
技
術
者
(建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の

促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(令
和
６
年
法
律
第
49号
)
第
１
条
に
よ
る

改
正
前
の
建
設
業
法
第
26条

第
４
項
に
規
定
す
る
特
例
監
理
技
術
者
を
含
む
｡)
と
し
て
の

実
績
を
含
む
｡
ま
た
､
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
主
任
技
術
者
､
監
理
技
術
者
､
監
理

技
術
者
補
佐
又
は
現
場
代
理
人
と
し
て
従
事
し
た
実
績
は
､
出
資
比
率
が
20％
以
上
の
も
の

に
限
る
｡)｡

た
だ
し
､
低
入
札
価
格
調
査
制
度
に
お
け
る
低
入
札
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
金
額
で
契

約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
､
建
設
業
法
に
規
定
さ
れ
た
主
任
技
術
者
､
監
理
技
術
者
又

は
監
理
技
術
者
補
佐
と
は
別
に
追
加
を
義
務
付
け
ら
れ
た
技
術
者
と
し
て
の
従
事
実
績
を
除

く
｡

③
監
理
技
術
者
に
あ
っ
て
は
､
建
設
業
法
に
規
定
す
る
電
気
通
信
工
事
業
に
係
る
監
理
技
術

者
資
格
者
証
を
有
し
､
か
つ
監
理
技
術
者
講
習
を
受
講
し
た
者
で
あ
る
こ
と
｡

④
申
請
期
限
日
以
前
に
３
か
月
以
上
の
恒
常
的
な
雇
用
関
係
に
あ
る
こ
と
｡

た
だ
し
､
合
併
､
営
業
譲
渡
又
は
会
社
分
割
に
よ
る
所
属
企
業
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
､

緊
急
の
必
要
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
､
３
か
月
に
満
た
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
恒
常
的
な
雇
用
関
係
に
あ
る
も
の
と
み
な
す
｡

イ
代
表
構
成
員
以
外
の
構
成
員

①
１
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士
､
技
術
士
(電
気
電
子
部
門
)
又
は
そ
れ
と
同
等
以

上
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

②
申
請
期
限
日
以
前
に
３
か
月
以
上
の
恒
常
的
な
雇
用
関
係
に
あ
る
こ
と
｡

た
だ
し
､
合
併
､
営
業
譲
渡
又
は
会
社
分
割
に
よ
る
所
属
企
業
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
､

緊
急
の
必
要
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
､
３
か
月
に
満
た
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
恒
常
的
な
雇
用
関
係
に
あ
る
も
の
と
み
な
す
｡

�
本
工
事
は
､
建
設
業
法
第
26条
第
３
項
た
だ
し
書
及
び
第
26条
の
５
の
適
用
を
認
め
な
い
工
事
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で
あ
る
｡

�
建
設
業
法
に
規
定
す
る
電
気
通
信
工
事
業
に
係
る
岐
阜
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格
審
査
の

客
観
点
数
が
､
代
表
構
成
員
に
あ
っ
て
は
900点

以
上
､
代
表
構
成
員
以
外
の
構
成
員
の
う
ち
１

者
に
あ
っ
て
は
900点

以
上
､
そ
の
他
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
750点

以
上
で
あ
る
こ
と
｡

３
担
当
課

〒
500―

8570
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

岐
阜
県
危
機
管
理
部
危
機
管
理
政
策
課
防
災
情
報
管
理
係

電
話
058―

272―
1111

(内
線
2819)

４
入
札
説
明
書
及
び
設
計
図
書
の
配
布

�
本
工
事
に
係
る
入
札
説
明
書
及
び
設
計
図
書
(発
注
図
面
を
除
く
｡
以
下
同
じ
｡)
は
､
令
和

７
年
10月
１
日
(水
)
午
前
９
時
か
ら
令
和
７
年
11月
27日

(木
)
午
後
４
時
ま
で
の
岐
阜
県
の

休
日
を
定
め
る
条
例
(平
成
元
年
岐
阜
県
条
例
第
５
号
)
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
(以
下

｢県
の
休
日
｣
と
い
う
｡)
を
除
く
毎
日
(電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
運
用
時
間
に
限
る
｡)､

電
子
入

札
シ
ス
テ
ム
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
に
よ
り
配
布
す
る
｡
ま
た
､
併
せ
て
閲
覧
に
供
す
る
｡
こ
の
場

合
の
閲
覧
場
所
は
､
３
の
担
当
課
に
同
じ
｡

�
発
注
図
面
は
､
令
和
７
年
10月
１
日
(水
)
午
前
９
時
か
ら
令
和
７
年
11月
27日

(木
)
午
後

４
時
ま
で
の
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
､
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
に
よ
り
配
布
す
る
(併
せ
て
､
入
札
説
明
書
及

び
設
計
図
書
一
式
に
つ
い
て
､
同
一
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
に
よ
り
配
布
す
る
｡)｡
こ
の
場
合
の
配
布
場
所
は
､

３
の
担
当
課
と
し
､
事
前
に
３
の
担
当
課
に
電
話
連
絡
の
上
､
配
布
時
間
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
｡

ま
た
､
受
取
り
の
際
に
は
､
受
取
人
の
名
刺
を
持
参
す
る
こ
と
｡

ま
た
､
郵
送
に
よ
る
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
の
送
付
を
希
望
す
る
場
合
は
､
返
信
用
封
筒
と
し
て
､
表
に
申

請
者
の
住
所
及
び
商
号
又
は
名
称
を
記
載
し
､
簡
易
書
留
料
金
を
加
え
た
所
定
の
料
金
の
切
手
を

貼
っ
た
封
筒
(Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
(１
枚
)
を
封
入
で
き
る
も
の
)
を
３
の
担
当
課
宛
て
に
送
付
す
る
こ

と
(返
信
用
封
筒
の
送
付
期
限
は
､
令
和
７
年
11月
21日

(金
)
午
後
５
時
必
着
と
す
る
｡)｡

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
､
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
(650Ｍ

Ｂ
以
上
)
１
枚
と
交
換
で
配
布
す
る
た
め
､

必
ず
新
品
の
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
を
持
参
又
は
郵
送
す
る
こ
と
｡

５
入
札
参
加
の
申
請

�
本
工
事
の
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
(以
下
｢入
札
参
加
希
望
者
｣
と
い
う
｡)
は
､
岐

阜
県
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
取
扱
要
領
(平
成
13年

９
月
20日

工
検
第
165号

｡
以
下
｢共

同
企
業
体
要
領
｣
と
い
う
｡)
に
規
定
す
る
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
協
定
書
(甲
)
(共
同
企

業
体
要
領
の
第
４
号
様
式
－
１
)
に
よ
る
協
定
を
締
結
後
､
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
画
面
の
｢入
札

参
加
申
請
書
｣
に
必
要
事
項
を
記
入
し
､
附
属
書
類
を
添
付
し
て
､
次
の
ア
及
び
イ
に
よ
り
提
出

す
る
こ
と
｡

な
お
､
２�
及
び�
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
､
次
に
従
い
申
請
書
等
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
２�
及
び�
か
ら�
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を

満
た
し
て
い
る
と
き
は
､
開
札
の
時
に
お
い
て
２�
及
び�
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
を
条
件
と
し
て
､
入
札
参
加
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
｡
た
だ
し
､
２�
及
び�
に
係
る
申
請
は
､

令
和
７
年
10月

22日
(水
)
ま
で
に
､
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
件

(令
和
７
年
３
月
18日
岐
阜
県
公
示
)
に
示
す
方
法
に
よ
り
､
当
該
者
が
審
査
申
請
書
等
を
提
出

し
た
と
き
に
限
り
､
本
工
事
へ
の
入
札
参
加
を
受
け
付
け
る
｡

ま
た
､
紙
入
札
者
は
､
岐
阜
県
建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
実
施
要
領
(平
成
13年
４
月
１
日
工

検
第
９
号
｡
以
下
｢一
般
競
争
入
札
要
領
｣
と
い
う
｡)
の
入
札
参
加
申
請
書
(別
記
様
式
１
)

に
附
属
書
類
を
添
付
し
て
持
参
又
は
郵
送
(一
般
書
留
郵
便
若
し
く
は
簡
易
書
留
郵
便
又
は
信
書

便
に
限
る
｡)
を
す
る
こ
と
｡
郵
送
に
つ
い
て
は
､
提
出
期
間
の
期
限
ま
で
に
必
着
の
こ
と
｡
な

お
､
持
参
す
る
場
合
は
､
事
前
に
３
の
担
当
課
に
電
話
連
絡
の
上
､
持
参
日
時
の
指
定
を
受
け
る

こ
と
｡

ア
提
出
期
間

令
和
７
年
10月
１
日
(水
)
午
前
９
時
か
ら
令
和
７
年
10月
22日

(水
)
午
後
４
時
ま
で
の

県
の
休
日
を
除
く
毎
日
(電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
運
用
時
間
に
限
る
｡)

イ
提
出
場
所

①
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
利
用
者
の
場
合

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
こ
と
｡

②
紙
入
札
者
の
場
合

３
の
担
当
課
へ
持
参
し
､
又
は
郵
送
す
る
こ
と
｡

�
総
合
評
価
落
札
方
式
に
関
す
る
技
術
資
料
(申
請
様
式
第
２
号
｡
以
下
｢技
術
資
料
｣
と
い
う
｡)

に
は
､
配
置
予
定
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
と
し
て
最
大
３
名
の
候
補
と
な
る
主
任
技
術

者
又
は
監
理
技
術
者
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
加
算
点
を
評
価
す
る
過
程
に
お
い
て
は
､

加
算
点
の
条
件
､
資
格
及
び
実
績
等
が
一
番
低
い
と
判
断
さ
れ
る
候
補
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理

技
術
者
で
評
価
す
る
｡

�
申
請
書
(入
札
参
加
申
請
書
及
び
附
属
書
類
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡)
を
申
請
期
限
日
ま
で
に

提
出
し
な
い
入
札
参
加
希
望
者
は
､
当
該
入
札
に
参
加
で
き
な
い
｡

�
入
札
参
加
希
望
者
は
､
入
札
参
加
通
知
書
に
よ
る
通
知
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
お
､
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入
札
参
加
通
知
書
は
､
令
和
７
年
11月
20日

(木
)
ま
で
に
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
又
は
文
書
に
よ

り
通
知
す
る
｡

�
入
札
参
加
希
望
者
が
申
請
書
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
書
類
を
申
請
期
限
日
ま
で
に
提
出
し
な
い

場
合
は
､
無
効
と
す
る
｡
ま
た
､
申
請
期
限
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
申
請
書
に
お
い
て
､
記
載
間

違
い
又
は
記
載
漏
れ
が
あ
る
場
合
に
は
､
無
効
と
す
る
こ
と
が
あ
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
無

効
と
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
不
服
の
あ
る
入
札
参
加
希
望
者
は
､
次
の
ア
に
よ
り
岐
阜
県
知
事
に

対
し
て
苦
情
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
｡

ア
提
出
期
間
・
場
所
等

①
提
出
期
間

入
札
参
加
通
知
書
の
通
知
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
(県
の
休
日
を
含
ま
な
い
｡)
以
内

②
提
出
場
所

３
の
担
当
課

③
そ
の
他

書
面
(様
式
は
自
由
)
は
持
参
又
は
郵
送
(提
出
期
限
ま
で
に
必
着
)
に
よ
る
も
の
と
し
､

電
信
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
｡

イ
上
記
ア
に
よ
り
提
出
が
あ
っ
た
場
合
､
岐
阜
県
知
事
は
､
苦
情
申
立
て
が
で
き
る
最
終
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
原
則
と
し
て
10日

(県
の
休
日
を
含
ま
な
い
｡)
以
内
に
書
面
に
よ
り
回

答
す
る
｡

�
申
請
書
は
､
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
｡

ア
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
｡

イ
作
成
及
び
提
出
に
係
る
費
用
は
､
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
こ
と
｡

ウ
入
札
参
加
及
び
加
算
点
の
申
請
以
外
に
使
用
し
な
い
こ
と
｡

エ
入
札
参
加
希
望
者
に
返
却
し
な
い
こ
と
｡

オ
申
請
期
限
日
を
超
過
す
る
日
以
降
に
､
差
替
え
又
は
再
提
出
を
認
め
な
い
こ
と
｡

６
総
合
評
価
落
札
方
式

�
総
合
評
価
落
札
方
式
の
仕
組
み

本
工
事
の
総
合
評
価
落
札
方
式
は
､
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
方
式
と

す
る
｡

ア
入
札
参
加
資
格
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
､
標
準
点
100点

を
付
与
す
る
｡

イ
技
術
資
料
で
示
さ
れ
た
実
績
等
に
よ
り
最
大
15.5点

の
加
算
点
を
付
与
す
る
｡

ウ
得
ら
れ
た
標
準
点
と
加
算
点
の
合
計
を
当
該
入
札
者
の
入
札
価
格
で
除
し
て
算
出
し
た
評
価

値
を
用
い
て
落
札
者
を
決
定
す
る
｡

�
総
合
評
価
落
札
方
式
の
基
準

次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
項
目
を
評
価
項
目
と
す
る
｡

ア
施
工
能
力
に
関
す
る
事
項

イ
企
業
能
力
に
関
す
る
事
項

ウ
技
術
者
の
能
力
に
関
す
る
事
項

詳
細
に
つ
い
て
は
､
入
札
説
明
書
に
お
い
て
記
載
す
る
｡

�
技
術
資
料
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
､
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
｡

�
技
術
資
料
に
対
す
る
審
査
及
び
評
価
は
､
岐
阜
県
危
機
管
理
部
総
合
評
価
委
員
会
に
お
い
て
行

う
｡

７
設
計
図
面
及
び
仕
様
書
等
の
質
問
・
回
答

�
設
計
図
面
及
び
仕
様
書
等
に
関
す
る
質
問
が
あ
る
場
合
は
､
次
の
ア
及
び
イ
に
よ
り
質
問
書
を

提
出
す
る
こ
と
｡

ア
提
出
期
間

令
和
７
年
10月
１
日
(水
)
午
前
９
時
か
ら
令
和
７
年
11月
21日

(金
)
午
後
４
時
ま
で
の

県
の
休
日
を
除
く
毎
日
(電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
運
用
時
間
に
限
る
｡)

イ
提
出
場
所

①
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
利
用
者
の
場
合

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
こ
と
｡

②
紙
入
札
者
の
場
合

３
の
担
当
課
へ
質
問
書
(様
式
自
由
)
を
持
参
又
は
郵
送
(提
出
期
限
ま
で
に
必
着
)
す

る
こ
と
｡
な
お
､
持
参
す
る
場
合
は
､
事
前
に
３
の
担
当
課
に
電
話
連
絡
の
上
､
持
参
日
時

の
指
定
を
受
け
る
こ
と
｡

�
質
問
書
に
対
す
る
回
答
書
は
､
令
和
７
年
11月
25日

(火
)
ま
で
に
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

り
回
答
す
る
こ
と
と
し
､
紙
入
札
者
の
場
合
は
､
文
書
に
よ
り
回
答
す
る
こ
と
と
す
る
｡
ま
た
､

次
の
ア
及
び
イ
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
｡

ア
閲
覧
期
間

回
答
書
作
成
日
か
ら
令
和
７
年
11月
27日

(木
)
午
後
４
時
ま
で
の
県
の
休
日
を
除
く
毎
日

イ
閲
覧
場
所

３
の
担
当
課

８
入
札
執
行
の
手
続

( ) 令和７年10月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



�
入
札
は
､
５�
に
お
い
て
入
札
参
加
を
認
め
ら
れ
入
札
参
加
通
知
書
を
受
け
た
入
札
参
加
希
望

者
(以
下
｢入
札
参
加
者
｣
と
い
う
｡)
を
対
象
と
し
て
行
う
｡

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
利
用
者
に
お
い
て
は
､
入
札
書
等
(入
札
書
及
び
入
札
書
に
記
載
さ
れ
る

入
札
金
額
に
対
応
し
た
積
算
内
訳
書
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡)
を
岐
阜
県
知
事
が
指
示
し
た
入
札

書
等
の
受
付
期
間
内
に
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
｡
ま
た
､
入
札
を
辞
退
す
る

場
合
は
､
入
札
辞
退
届
を
提
出
す
る
こ
と
｡

紙
入
札
者
に
お
い
て
は
､
次
の
ア
及
び
イ
の
と
お
り
､
持
参
又
は
郵
送
に
よ
る
提
出
を
認
め
る

も
の
と
し
､
電
信
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
｡

ア
持
参
の
場
合

入
札
書
(入
札
書
は
入
札
心
得
の
様
式
１
)
の
提
出
に
併
せ
て
､
本
工
事
の
入
札
参
加
通
知

書
の
写
し
及
び
積
算
内
訳
書
を
９�
の
入
札
執
行
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
(代
理
人
が
入
札
す

る
場
合
は
､
入
札
心
得
の
第
２
に
よ
る
｡)｡
ま
た
､
入
札
を
辞
退
す
る
場
合
は
､
入
札
辞
退
届

(電
子
入
札
運
用
基
準
の
様
式
２
)
を
持
参
す
る
こ
と
｡

イ
郵
送
等
の
場
合

入
札
書
の
送
付
に
併
せ
て
､
本
工
事
の
入
札
参
加
通
知
書
の
写
し
及
び
積
算
内
訳
書
を
３
の

担
当
課
へ
送
付
す
る
こ
と
｡
ま
た
､
封
筒
の
表
面
に
｢入
札
書
在
中
｣
と
朱
書
き
で
記
載
の
上
､

一
般
書
留
郵
便
若
し
く
は
簡
易
書
留
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
確
実
に
送
付
(電
子
入
札
シ
ス

テ
ム
に
よ
る
入
札
書
提
出
期
限
の
午
後
４
時
ま
で
に
必
着
)
す
る
こ
と
｡

ま
た
､
入
札
を
辞
退
す
る
場
合
は
､
入
札
辞
退
届
(電
子
入
札
運
用
基
準
の
様
式
２
)
を
同

期
限
ま
で
に
送
付
す
る
こ
と
｡

�
入
札
の
執
行
に
先
立
ち
､
紙
入
札
者
は
､
入
札
参
加
通
知
書
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
｡

�
本
工
事
以
外
の
入
札
に
重
複
参
加
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
､
本
工
事
以
外
の
他
の
工
事

を
落
札
し
た
こ
と
に
よ
り
配
置
予
定
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
配
置
で
き
な
く
な
っ
た

と
き
は
､
入
札
し
て
は
な
ら
ず
､
入
札
を
辞
退
す
る
こ
と
｡
さ
ら
に
､
入
札
書
等
を
提
出
済
み
の

入
札
参
加
者
に
あ
っ
て
は
､
直
ち
に
入
札
辞
退
届
を
持
参
す
る
こ
と
｡
ま
た
､
入
札
を
辞
退
し
て

も
､
こ
れ
を
理
由
と
し
た
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
｡
な
お
､
本
工
事
以
外
の

他
の
工
事
を
落
札
し
た
こ
と
に
よ
り
配
置
予
定
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
配
置
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
入
札
し
た
場
合
に
お
い
て
は
､
参
加
資
格
停
止
措
置
を
行
う
こ

と
が
あ
る
｡

�
落
札
価
格
は
､
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100分

の
10に

相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
(当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た

額
)
と
す
る
の
で
､
入
札
参
加
者
は
､
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る

か
を
問
わ
ず
､
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
110分

の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載

す
る
こ
と
｡

�
予
定
価
格
を
事
前
に
公
表
し
て
い
る
場
合
､
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
が
予
定
価
格
を
超
え

る
場
合
は
､
入
札
を
辞
退
す
る
こ
と
｡
ま
た
､
入
札
を
辞
退
し
て
も
､
こ
れ
を
理
由
と
し
た
不
利

益
な
取
扱
い
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
｡
な
お
､
予
定
価
格
を
超
え
る
金
額
で
入
札
書
等
を
提
出

し
た
場
合
､
不
誠
実
な
行
為
と
し
て
参
加
資
格
停
止
措
置
を
行
う
こ
と
が
あ
る
｡

�
積
算
内
訳
書
は
､
設
計
図
書
に
お
け
る
仕
様
書
に
基
づ
き
作
成
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
､

入
札
参
加
者
が
所
有
す
る
積
算
ソ
フ
ト
等
の
出
力
に
よ
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
｡
た
だ
し
､
記
載

内
容
は
最
低
限
､
数
量
､
単
価
及
び
金
額
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
､
積
算
内
訳
書
が
次
の

ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
､
無
効
と
す
る
こ
と
が
あ
る
｡

ア
内
訳
書
の
合
計
金
額
と
入
札
額
が
一
致
し
て
い
な
い
も
の

イ
記
載
す
べ
き
項
目
を
満
た
し
て
い
な
い
も
の

ウ
一
括
値
引
き
が
あ
る
も
の

エ
端
数
調
整
・
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の

オ
そ
の
他
不
備
が
あ
る
も
の

�
開
札
は
､
入
札
の
終
了
後
直
ち
に
入
札
参
加
者
等
(入
札
参
加
者
又
は
そ
の
代
理
人
を
い
う
｡

以
下
同
じ
｡)
の
立
会
い
の
上
行
う
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
入
札
参
加
者
等
が
立
ち
会
わ
な
い

と
き
は
､
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
が
立
ち
会
う
｡
た
だ
し
､
岐
阜
県
知
事
が
入
札
事
務
の

公
正
か
つ
適
正
な
執
行
の
確
保
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
､
入
札
参
加
者
等
及
び
入
札
事

務
に
関
係
の
な
い
職
員
の
立
会
い
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
｡

�
岐
阜
県
知
事
が
適
正
な
入
札
執
行
の
確
保
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
､
入
札
書
等
を
抽
選

に
よ
り
選
定
す
る
こ
と
が
あ
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
選
定
す
る
入
札
書
等
の
数
は
､
岐
阜
県

知
事
が
抽
選
の
際
に
示
す
｡

�
次
の
ア
か
ら
ク
ま
で
に
該
当
す
る
入
札
は
､
無
効
と
す
る
｡

ア
入
札
参
加
者
が
同
一
事
項
に
対
し
､
二
以
上
の
入
札
を
し
た
と
き
｡

イ
入
札
参
加
者
が
他
人
の
代
理
を
し
､
又
は
代
理
人
が
他
人
の
代
理
を
兼
ね
た
と
き
｡

ウ
入
札
保
証
金
を
免
除
し
た
場
合
を
除
き
､
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
納
付
さ
れ
て
い
な
い
と
き
｡

エ
入
札
に
関
し
談
合
等
の
不
正
行
為
が
あ
っ
た
と
き
｡

オ
入
札
書
に
記
名
押
印
が
な
い
と
き
(電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
場
合
は
､
電
子
認
証
書
を

取
得
し
て
い
な
い
者
が
入
札
し
た
と
き
｡)｡
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カ
入
札
書
の
記
載
事
項
の
確
認
が
で
き
な
い
と
き
｡

キ
入
札
参
加
資
格
を
有
し
な
い
者
が
入
札
を
し
た
と
き
｡

ク
そ
の
他
岐
阜
県
知
事
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
事
項
に
違
反
し
た
と
き
｡

�
予
定
価
格
を
事
前
に
公
表
し
て
い
る
場
合
は
､
再
度
入
札
を
行
わ
な
い
｡

�
低
入
札
価
格
調
査
制
度
と
し
て
低
入
札
調
査
基
準
価
格
(以
下
｢基
準
価
格
｣
と
い
う
｡)
及

び
特
別
重
点
調
査
対
象
価
格
(以
下
｢対
象
価
格
｣
と
い
う
｡)
を
設
け
て
い
る
た
め
､
落
札
候

補
者
の
入
札
額
が
基
準
価
格
を
下
回
り
､
か
つ
対
象
価
格
以
上
と
な
っ
た
場
合
は
､
入
札
を
保
留

し
､
契
約
の
内
容
が
履
行
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
､
落
札
候

補
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
関
係
機
関
の
意
見
聴
取
等
を
行
う
｡
ま
た
､
落
札
候
補
者
の
入
札
額

が
対
象
価
格
を
下
回
っ
た
場
合
は
､
入
札
を
保
留
し
､
契
約
の
内
容
が
履
行
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
､
落
札
候
補
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
関
係
機
関
の
意
見

聴
取
等
､
特
に
重
点
的
な
調
査
を
行
う
｡
な
お
､
低
入
札
価
格
調
査
及
び
特
別
重
点
調
査
に
係
る

資
料
を
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
い
場
合
又
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
応
じ
な
い
場
合
な
ど
低
入
札
価
格
調

査
及
び
特
別
重
点
調
査
に
協
力
し
な
い
場
合
は
､
当
該
落
札
候
補
者
の
入
札
を
無
効
と
す
る
｡
た

だ
し
､
こ
れ
ら
の
調
査
期
間
に
伴
う
本
工
事
の
工
期
延
長
は
行
わ
な
い
｡

ま
た
､
基
準
価
格
を
下
回
っ
た
価
格
を
も
っ
て
契
約
を
す
る
場
合
､
代
表
構
成
員
は
､
主
任
技

術
者
又
は
監
理
技
術
者
と
は
別
に
､
本
工
事
の
入
札
参
加
資
格
を
満
た
す
技
術
者
(以
下
｢追
加

配
置
技
術
者
｣
と
い
う
｡)
１
名
を
､
契
約
工
期
の
開
始
時
点
か
ら
配
置
し
､
現
場
施
工
に
着
手

す
る
日
か
ら
は
専
任
で
現
場
(工
場
製
作
の
過
程
を
含
む
工
事
で
は
､
工
場
製
作
期
間
を
含
む
｡)

に
配
置
す
る
こ
と
｡

た
だ
し
､
追
加
配
置
技
術
者
は
建
設
業
法
の
適
用
外
と
し
､
本
工
事
に
お
け
る
現
場
代
理
人
を

兼
務
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

な
お
､
低
入
札
価
格
調
査
若
し
く
は
特
別
重
点
調
査
に
お
い
て
虚
偽
の
資
料
提
出
若
し
く
は
説

明
を
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
調
査
時
の
内
容
と
完
成
検
査
時
の
内
容
と

が
著
し
く
か
い
離
し
た
場
合
(合
理
的
な
か
い
離
理
由
が
確
認
で
き
る
場
合
を
除
く
｡)
は
､
工

事
成
績
評
定
に
厳
格
に
反
映
す
る
と
と
も
に
参
加
資
格
停
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
あ
る
｡

詳
細
は
､
岐
阜
県
建
設
工
事
低
入
札
価
格
調
査
等
に
関
す
る
要
領
(平
成
10年
３
月
30日
監
第

775号
)
に
よ
る
も
の
と
す
る
｡

�
落
札
候
補
者
の
決
定
は
､
次
の
ア
及
び
イ
の
と
お
り
と
す
る
｡

ア
岐
阜
県
会
計
規
則
(昭
和
32年

岐
阜
県
規
則
第
19号

｡
以
下
｢会
計
規
則
｣
と
い
う
｡)
第

111条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
､
入
札
参
加
者
の
技
術
資

料
に
よ
り
評
価
項
目
の
達
成
度
を
評
価
し
､
標
準
点
100点

に
加
算
点
を
加
え
た
点
数
を
そ
の

入
札
価
格
で
除
し
た
評
価
値
(＝
(標
準
点
100点

＋
加
算
点
)
／
入
札
価
格
×
100,000,000)

が
最
も
高
い
入
札
参
加
者
を
原
則
と
し
て
落
札
候
補
者
と
す
る
｡

イ
落
札
候
補
者
が
２
者
以
上
あ
る
場
合
は
､
落
札
候
補
者
と
な
っ
た
者
同
士
の
く
じ
に
よ
り
決

定
す
る
｡
な
お
､
く
じ
引
き
を
辞
退
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

�
入
札
書
等
は
､
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
｡

ア
作
成
及
び
提
出
に
係
る
費
用
は
､
入
札
参
加
者
の
負
担
と
す
る
こ
と
｡

イ
入
札
執
行
以
外
の
用
途
に
使
用
し
な
い
こ
と
｡

ウ
入
札
参
加
者
に
返
却
し
な
い
こ
と
｡

エ
入
札
書
等
の
差
替
え
､
再
提
出
又
は
撤
回
を
認
め
な
い
こ
と
｡

�
そ
の
他
入
札
の
執
行
に
つ
い
て
は
､
施
行
令
及
び
会
計
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

９
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所
等

�
日
時

令
和
７
年
11月
28日

(金
)
午
前
10時

�
場
所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

岐
阜
県
庁
舎
５
階
505会

議
室

(担
当
係
)
危
機
管
理
部
危
機
管
理
政
策
課
防
災
情
報
管
理
係

電
話
番
号
058－

272－
1111

(内
線
2819)

�
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
入
札
の
受
付
期
間

令
和
７
年
11月
25日

(火
)
午
前
９
時
か
ら
令
和
７
年
11月
27日

(木
)
午
後
４
時
ま
で
(電

子
入
札
シ
ス
テ
ム
運
用
時
間
に
限
る
｡)

10
入
札
参
加
資
格
の
確
認

�
開
札
の
結
果
､
落
札
候
補
者
と
な
っ
た
入
札
参
加
者
は
､
入
札
参
加
資
格
及
び
加
算
点
の
確
認

を
行
う
の
で
､
確
認
資
料
(一
般
競
争
入
札
要
領
の
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
(別
記
様
式
２
)

及
び
附
属
書
類
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡)
を
次
の
ア
及
び
イ
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
(電
子
入
札

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
提
出
は
不
可
)｡

ア
提
出
期
間

令
和
７
年
12月
１
日
(月
)
午
前
９
時
か
ら
令
和
７
年
12月
２
日
(火
)
午
後
４
時
ま
で

イ
提
出
場
所

３
の
担
当
課

( ) 令和７年10月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



な
お
､
落
札
候
補
者
が
入
札
参
加
資
格
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
等
に
は
､
次
順
位
者
を
落

札
候
補
者
と
す
る
た
め
､
岐
阜
県
知
事
が
別
途
提
出
の
指
示
を
し
た
提
出
期
限
日
ま
で
に
確
認

資
料
を
持
参
す
る
こ
と
｡

�
本
工
事
以
外
の
他
の
工
事
を
落
札
し
た
こ
と
に
よ
り
配
置
予
定
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術

者
を
配
置
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
､
確
認
資
料
の
提
出
を
辞
退
す
る
こ
と
｡
な
お
､
辞
退
し
て

も
､
こ
れ
を
理
由
と
し
た
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
｡
た
だ
し
､
本
工
事
以
外

の
他
の
工
事
を
落
札
し
た
こ
と
に
よ
り
配
置
予
定
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
配
置
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
確
認
資
料
を
提
出
し
､
落
札
者
決
定
ま
で
至
っ
た
場
合
に
お

い
て
は
､
参
加
資
格
停
止
措
置
を
行
う
｡

�
落
札
候
補
者
が
､
確
認
資
料
の
う
ち
の
全
部
若
し
く
は
い
ず
れ
か
の
書
類
を
提
出
期
限
日
ま
で

に
提
出
し
な
い
場
合
又
は
提
出
期
限
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
確
認
資
料
に
お
い
て
入
札
参
加
資
格

を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
､
無
効
と
す
る
｡
ま
た
､
提
出
期
限
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
確
認
資

料
に
お
い
て
､
記
載
間
違
い
又
は
記
載
漏
れ
が
あ
る
場
合
に
は
､
無
効
と
す
る
こ
と
が
あ
る
｡

こ
の
場
合
に
お
い
て
､
無
効
と
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
不
服
の
あ
る
落
札
候
補
者
は
､
書
面

(様
式
は
任
意
)
に
て
次
の
ア
に
よ
り
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
苦
情
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
｡

ア
提
出
期
間
・
場
所
等

①
提
出
期
間

入
札
参
加
資
格
不
適
格
通
知
書
の
通
知
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
(県
の
休
日
を
含
ま
な
い
｡)

以
内

②
提
出
場
所

３
の
担
当
課

③
そ
の
他

書
面
は
持
参
に
よ
る
こ
と
と
し
､
郵
送
又
は
電
信
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
｡

イ
上
記
ア
に
よ
り
提
出
が
あ
っ
た
場
合
､
岐
阜
県
知
事
は
､
苦
情
申
立
て
が
で
き
る
最
終
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
原
則
と
し
て
10日

(県
の
休
日
を
含
ま
な
い
｡)
以
内
に
書
面
に
よ
り

回
答
す
る
｡

�
施
工
実
績
の
確
認
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
､
効
力
を
有
す
る
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
適
用

し
て
い
る
国
及
び
地
域
並
び
に
我
が
国
に
対
し
て
建
設
市
場
が
開
放
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
国

及
び
地
域
以
外
の
国
又
は
地
域
(以
下
｢協
定
非
適
用
国
｣
と
い
う
｡)
に
主
た
る
営
業
所
を
有

す
る
建
設
業
者
又
は
我
が
国
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
建
設
業
者
の
う
ち
協
定
非
適
用
国
に
主

た
る
営
業
所
を
有
す
る
者
が
､
当
該
建
設
業
者
の
資
本
金
の
額
の
２
分
の
１
以
上
を
出
資
し
て
い

る
も
の
に
あ
っ
て
は
､
我
が
国
に
お
け
る
同
種
の
工
事
の
施
工
実
績
及
び
経
験
を
も
っ
て
行
う
も

の
と
す
る
｡

�
確
認
資
料
は
､
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
｡

ア
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
が
あ
る
場
合
は
､
そ
の
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
｡

イ
作
成
及
び
提
出
に
係
る
費
用
は
､
落
札
候
補
者
の
負
担
と
す
る
こ
と
｡

ウ
入
札
参
加
資
格
及
び
加
算
点
の
確
認
以
外
に
使
用
し
な
い
こ
と
｡

エ
落
札
候
補
者
に
返
却
し
な
い
こ
と
｡

オ
原
則
と
し
て
提
出
期
限
日
を
超
過
す
る
日
以
降
に
､
差
替
え
又
は
再
提
出
を
認
め
な
い
こ
と
｡

�
確
認
資
料
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
は
､
３
の
担
当
課
と
す
る
｡

11
落
札
者
の
決
定
及
び
契
約

�
落
札
者
を
決
定
し
た
と
き
は
､
入
札
参
加
者
に
落
札
者
決
定
通
知
書
を
通
知
す
る
｡

�
落
札
者
が
､
落
札
者
決
定
通
知
書
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
１
週
間
以
内
に
仮
契
約
を
締

結
し
な
い
と
き
は
､
そ
の
落
札
は
､
無
効
と
す
る
｡

�
落
札
者
は
､
確
認
資
料
及
び
技
術
資
料
に
記
載
し
た
配
置
予
定
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術

者
を
本
工
事
の
現
場
に
配
置
す
る
こ
と
｡
た
だ
し
､
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
､
２�
に
お
い
て
示

す
現
場
施
工
に
着
手
す
る
日
ま
で
に
､
確
認
資
料
及
び
技
術
資
料
に
記
載
し
た
配
置
予
定
の
主
任

技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
配
置
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
､
本
工
事
の
入
札
参
加
資
格
を
満
た

し
､
か
つ
､
技
術
資
料
に
記
載
し
た
配
置
予
定
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
と
同
等
以
上
の

加
算
点
と
な
る
他
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
配
置
す
る
こ
と
｡

な
お
､
２�
に
お
い
て
示
す
現
場
施
工
に
着
手
す
る
日
ま
で
に
､
入
札
参
加
資
格
を
満
た
し
､

か
つ
､
技
術
資
料
に
記
載
し
た
配
置
予
定
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
と
同
等
以
上
の
加
算

点
と
な
る
他
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
配
置
で
き
な
い
場
合
は
､
落
札
者
決
定
の
取
消

し
又
は
契
約
の
解
除
と
と
も
に
､
参
加
資
格
停
止
措
置
と
な
る
｡

�
落
札
者
の
決
定
結
果
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
入
札
参
加
者
(落
札
者
を
除
く
｡)
は
､
書
面

(様
式
は
任
意
)
に
て
次
の
ア
に
よ
り
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
苦
情
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
｡

ア
提
出
期
間
・
場
所
等

①
提
出
期
間

落
札
者
決
定
通
知
の
通
知
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
(県
の
休
日
を
含
ま
な
い
｡)
以
内

②
提
出
場
所
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３
の
担
当
課

③
そ
の
他

書
面
は
持
参
に
よ
る
こ
と
と
し
､
郵
送
又
は
電
信
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
｡

イ
上
記
ア
に
よ
り
提
出
が
あ
っ
た
場
合
､
岐
阜
県
知
事
は
､
苦
情
申
立
て
が
で
き
る
最
終
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
原
則
と
し
て
10日

(県
の
休
日
を
含
ま
な
い
｡)
以
内
に
書
面
に
よ
り
回

答
す
る
｡

�
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
違
反
に
つ
い
て
岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
に
対
し
て
苦
情

申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
｡
な
お
､
手
続
等
の
詳
細
は
､
岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
処
理
手
続

要
領
(平
成
８
年
岐
阜
県
告
示
第
381号

)
に
よ
る
も
の
と
す
る
｡

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要
(別
添
｢工
事
請
負
契
約
書
(案
)｣
及
び
｢工
事
請
負
契
約
約
款
｣
に
よ
る
｡)

�
各
年
度
に
お
け
る
請
負
代
金
の
支
払
限
度
額
の
割
合
は
､
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
と
す
る
予
定

で
あ
る
が
､
議
会
の
議
決
の
時
期
や
予
算
の
執
行
上
の
都
合
に
よ
り
､
変
更
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
｡令
和
７
年
度

請
負
代
金
の

0％

令
和
８
年
度

請
負
代
金
の
20％

令
和
９
年
度

請
負
代
金
の
80％

�
請
負
代
金
の
支
払
条
件

各
年
度
に
お
け
る
請
負
代
金
の
支
払
条
件
は
､
次
の
ア
及
び
イ
の
と
お
り
と
す
る
｡

詳
細
は
､
別
に
配
布
す
る
工
事
請
負
契
約
約
款
に
よ
る
｡

ア
前
金
払

各
年
度
に
お
け
る
支
払
限
度
額
の
10分
の
４
以
内

イ
部
分
払

各
年
度
に
お
け
る
支
払
限
度
額
の
う
ち
､
出
来
形
部
分
の
10分
の
９
以
内

�
こ
の
公
告
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
､
岐
阜
県
議
会
の
議
決
を
必
要
と
す
る
た
め
､
落

札
後
仮
契
約
を
行
い
､
議
決
後
に
本
契
約
を
締
結
す
る
｡

た
だ
し
､
仮
契
約
後
で
あ
っ
て
も
､
議
決
等
の
状
況
に
よ
っ
て
は
本
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と

が
あ
る
｡

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
は
､
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
｡

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
は
､
次
の
ア
及
び
イ
の
と
お
り
と
す
る
｡

ア
入
札
保
証
金
免
除

イ
契
約
保
証
金
納
付
｡
た
だ
し
､
契
約
保
証
金
に
代
わ
る
担
保
と
し
て
の
国
債
等
又
は
金
融

機
関
の
保
証
等
を
も
っ
て
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
(会

計
規
則
第
113条

第
３
項
た
だ
し
書
)｡
ま
た
､
公
共
工
事
履
行
保
証
証
券
に
よ

る
保
証
を
付
し
､
又
は
履
行
保
証
保
険
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
は
､
契
約

保
証
金
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
｡

�
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
(昭
和
22年
法
律
第
54号
)
又
は
刑

法
(明
治
40年

法
律
第
45号

)
第
96条

の
６
及
び
第
198条

に
規
定
す
る
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ

た
場
合
は
､
違
約
金
と
し
て
請
負
金
額
の
10分
の
２
に
相
当
す
る
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡

�
落
札
者
は
､
契
約
締
結
後
14日
以
内
に
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
｡

な
お
､
提
出
書
類
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
､
変
更
の
都
度
提
出
す
る
こ
と
｡

ア
共
同
企
業
体
編
成
表
(共
同
企
業
体
要
領
の
第
４
号
様
式
－
２
)

イ
使
用
機
械
器
具
の
調
達
計
画
(共
同
企
業
体
要
領
の
第
４
号
様
式
－
３
｡
同
別
表
を
含
む
｡)

ウ
そ
の
他
(運
営
委
員
会
規
則
､
職
員
の
事
務
分
掌
表
､
技
術
職
員
の
経
歴
書
)

ま
た
､
運
営
委
員
会
規
則
に
基
づ
く
運
営
委
員
会
を
開
催
し
た
と
き
は
､
運
営
委
員
会
開
催
後

14日
以
内
に
議
事
の
概
要
を
と
り
ま
と
め
､
３
の
担
当
課
に
提
出
す
る
こ
と
｡

12
そ
の
他

�
こ
の
調
達
は
､
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
｡

�
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
､
岐
阜
県
知
事
が
入
札
又
は
開
札
等
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
､
こ
れ
を
延
期
又
は
中
止
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
け
る
費
用
は
､

入
札
参
加
希
望
者
､
入
札
参
加
者
及
び
落
札
候
補
者
の
負
担
と
す
る
｡

�
談
合
情
報
が
あ
っ
た
場
合
は
､
談
合
の
事
実
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
全
て
を
公
表
す
る

こ
と
が
あ
る
｡

ま
た
､
談
合
情
報
ど
お
り
の
開
札
結
果
と
な
っ
た
場
合
は
､
談
合
の
事
実
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
､
契
約
の
締
結
を
し
な
い
こ
と
が
あ
る
｡

な
お
､
こ
の
場
合
は
原
則
と
し
て
改
め
て
公
告
を
し
､
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
｡

�
落
札
者
で
あ
る
共
同
企
業
体
の
構
成
員
が
､
本
工
事
の
本
契
約
締
結
の
日
ま
で
に
､
暴
力
団
措

置
要
綱
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
停
止
措
置
を
受
け
た
と
き
は
､
本
工
事
の
落
札
者
と
契
約
を
締

結
し
な
い
｡
ま
た
､
契
約
後
に
暴
力
団
措
置
要
綱
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
停
止
措
置
を
受
け
た

と
き
は
､
原
則
と
し
て
契
約
を
解
除
す
る
｡

�
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
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令
第
372号

)
に
お
け
る
政
府
調
達
協
定
に
関
す
る
苦
情
処
理
に
つ
い
て
は
､
岐
阜
県
政
府
調
達

苦
情
処
理
手
続
要
領
(平
成
８
年
岐
阜
県
告
示
第
381号

)
に
よ
る
も
の
と
す
る
｡
な
お
､
岐
阜

県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
か
ら
契
約
を
解
除
す
べ
き
旨
の
提
案
が
行
わ
れ
た
と
き
は
､
契
約

手
続
を
停
止
す
る
場
合
等
が
あ
る
｡

�
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
及
び
会
計
規
則
第
130条

各
号
に
該
当
す
る
者
の
入
札
が
あ
っ
た
場

合
に
は
､
そ
の
入
札
を
無
効
と
す
る
｡

ま
た
､
無
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
は
再
度
入
札
に
参
加
で
き
ず
､
無
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を

落
札
者
と
し
た
場
合
は
､
そ
の
落
札
決
定
を
取
り
消
す
｡

�
申
請
書
､
入
札
書
等
又
は
確
認
資
料
に
虚
偽
の
記
載
が
判
明
し
た
場
合
に
は
､
参
加
資
格
停
止

措
置
と
な
る
｡

�
入
札
参
加
希
望
者
又
は
入
札
参
加
者
が
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
て
申
請
書
及
び
入
札
書
等
を
送

信
し
た
場
合
に
は
､
受
領
の
受
付
票
を
発
行
す
る
の
で
､
必
ず
確
認
す
る
こ
と
｡
な
お
､
電
子
入

札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
及
び
入
札
書
等
は
､
県
の
使
用
に
係
る
電
子
入
札

シ
ス
テ
ム
に
用
い
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
県
に
到
達

し
た
も
の
と
み
な
す
｡

�
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
は
､
県
の
休
日
を
除
く
､
月
曜
日
及
び
金
曜
日
の
午
前
８
時
か
ら
午
後
６

時
ま
で
並
び
に
火
曜
日
か
ら
木
曜
日
の
午
前
８
時
か
ら
午
後
12時
ま
で
稼
働
し
て
お
り
､
稼
働
時

間
を
変
更
す
る
場
合
等
は
､
岐
阜
県
電
子
入
札
案
内
ペ
ー
ジ
(U
RL

http://w
w
w
.cals.pref.g

ifu.jp/)
で
公
開
し
て
い
る
｡

ま
た
､
操
作
上
の
手
引
書
と
し
て
､
｢岐
阜
県
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
(受
注

者
版
)｣
を
岐
阜
県
電
子
入
札
案
内
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
｡

な
お
､
障
害
発
生
時
及
び
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
操
作
等
の
問
合
せ
先
は
岐
阜
県
電
子
入
札
シ
ス

テ
ム
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
と
し
､
受
付
時
間
等
の
詳
細
は
岐
阜
県
電
子
入
札
案
内
ペ
ー
ジ
内
の
｢お
問

合
せ
｣
に
よ
る
が
､
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
､
直
接
３
の
担
当
課
へ
連
絡
す
る
こ
と
｡

�
落
札
後
､
電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
電
子
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
の
希
望
の
確
認
を

行
う
｡
電
子
契
約
に
よ
る
契
約
の
締
結
を
希
望
す
る
場
合
､
速
や
か
に
県
宛
て
に
｢電
子
契
約
意

向
確
認
書
兼
電
子
契
約
用
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
確
認
書
｣
を
提
出
す
る
こ
と
｡

�
落
札
者
は
､
建
設
業
法
第
20条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
､
工
期
又
は
請
負
代
金
の
額
に

影
響
を
及
ぼ
す
事
象
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
､
落
札
決
定
通
知
書
を
受
け

た
日
か
ら
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
に
､
別
記
様
式
７
に
よ
り
､
県
に
対
し
て
､
そ
の
旨
を
当
該
事

象
の
状
況
の
把
握
の
た
め
必
要
な
情
報
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
｡

�
そ
の
他
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
､
３
の
担
当
課
に
照
会
す
る
こ
と
｡

13
Sum
m
ary

�
N
ature

of
the
services

to
be
procured:

Renew
al
W
ork
for
the
Satellite

Equipm
ent
of
the
disaster

prevention

inform
ation

com
m
unication

system
of
G
ifu
Prefecture

�
C
ontract

fulfillm
ent
period:

From
the
date

of
the
contract

through
10
M
arch

2028

�
D
ate
and

tim
e
for
the
distribution

of
the
tender

docum
entation

�
)
O
nline

distribution
for
docum

entation:
Every

day
from

9:00
a.m
.
to

4:00
p.m
.
from

1
O
ctober

2025
through

27
N
ovem

ber
2025

(excluding

w
eekends

and
national

holidays)

�
)
C
D
RO
M
distribution

for
design

draw
ings:

Sam
e
as��

)

�
Period

for
the
subm

ission
of
bidding

registration
form

s
and

relevant

docum
ents:

�
)
O
nline:

Every
day

from
9:00

a.m
.
to
4:00

p.m
.
from

1
O
ctober

2025

through
22
O
ctober

2025
(excluding

w
eekends

and
national

holidays)

�
)
Paper-based:

Sam
e
as��

)

Subm
issions

by
em
ail
or
fax
w
ill
not
be
accepted.

Applicants
w
ill
be
notified

of
the
screening

results
by
20
N
ovem

ber

2025.

�
D
ate,

tim
e,
and

place
for
the
opening

of
bids

and
tenders:

The
m
eeting

for
the
opening

of
bids

and
tenders

w
ill
begin

prom
ptly

at

10:00
a.m
.
on
28
N
ovem

ber
2025

at
the
M
eeting

Room
505
(5F

of
the

G
ifu
Prefectural

G
overnm

ent
B
uilding,

2-1-1
Yabuta-m

inam
i,
G
ifu
C
ity,

G
ifu
Prefecture)

�
)
O
nline:

Tenders
m
ust
be
subm

itted
from

9:00
a.m
.
on
25
N
ovem

ber

2025
to
4:00

p.m
.
on
27
N
ovem

ber
2025.

�
)
Paper-based:

Tenders
subm

itted
by
m
ail
m
ust
be
received

by
4:00

p.m
.

on
27
N
ovem

ber
2025.

Subm
issions

by
em
ail
or
fax
w
ill
not
be

accepted.

�
For

further
inform

ation,
please

contact:
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C
risis

M
anagem

ent
Policy

D
ivision,

D
epartm

ent
of
C
risis

M
anagem

ent

G
ifu
Prefectural

G
overnm

ent

2-1-1
Yabuta-m

inam
i,
G
ifu
C
ity,
G
ifu
Prefecture,

500-8570

TEL:
058-272-1111

(Ext.
2819)
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